
項目 金額 一人当たりの金額(円/人) 割合（％） 

ごみ・資源物の収集費※ 3億 7千万円 5,300 円/人 33.9％ 
ごみ袋製造・配送 4 千万円 600 円/人 3.7％ 
焼却施設 2 億 7千万円 3,900 円/人 24.8％ 

盤尻ごみ処理場 1 億 4千万円 2,000 円/人 12.8％ 
リサイクルセンター 9 千万円 1,300 円/人 8.3％ 
生ごみ・し尿処理場※ ３千万円 400 円/人 2.8％ 
施設等建設借入返済 １億円 1,400 円/人 9.2％ 
環境美化等 ５千万円 700 円/人 4.6％ 
合計 １０億９千万円 15,600 円/人 - 

ごみ処理にかかるお金のあれこれ

恵庭市の令和２年度に排出されたごみの量（産業廃棄物を除く）は、約１６，１６４トン
でした。 
一方、ごみの収集・処理等に係る費用（産業廃棄物を除く）は、約１０億９千万円でした。 
このごみの量と費用を、それぞれ恵庭市の人口７万人で割ると、一人当たり約２３０㎏で約
１５,６００円の負担となります。
恵庭市のごみ処理は、「戸別収集」を行っていること、「生ごみの分別処理」を行っているこ
と、「障害福祉サービス事業所がごみ袋の製造」を行っていることが特徴です。 
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令和2年度ごみ処理経費
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１０億
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総額１０億９千万円は、令和３
年度の消防費予算(人件費込み)
より約５千万円多い額なんだ
ね！ 
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※「ごみ・資源物の収集費」・「生ごみ・し尿処理場」については、し尿に係る経費を引いた額です。「生ご
み・し尿処理場」の維持管理費については、生ごみとし尿の重さで按分しています。 

現在のごみ袋での収集期間はあと です！おうちの燃やせるごみ袋の枚数

は、残り何枚ですか？ 

差額シールを貼付する手間が増えてしまいます。計画的な使用・購入に 

ご協力お願いします！ 

●価格変更の一覧表 

ごみボックスを劣化したまま放置していると、ごみボックスの破損や、カラスによるごみの
飛散を誘発する恐れがあります。 
また、ごみの収集員は、皆様のごみボックスの取扱いについては細心の注意を払っています
が、劣化したごみボックスでは、開閉する際に破損してしまうなどのトラブルが発生する可能
性があります。 

ごみボックスの適正管理、ごみの飛散防止にご協力ください。 

おうちのごみボックス 

劣化していませんか？ 

適正に管理しているごみボックスなどは、ごみの飛散への対策として非常
に効果的です。ごみボックスなどを使用していない方は、ごみ飛散の防止の
ために、ぜひ導入をご検討ください。 



廃棄物処理法では、許可のないごみの埋め立てや焼却を禁止しています。 

※野焼き・不法投棄は、５年以下の懲役若しくは１千万円以下の罰金、又はこれ

らが併科され、法人の場合は３億円以下の罰金が科せられます。 

① ポイ捨て・不法投棄 

ごみをみだりに捨てることは、地域の景観や住環境を損

ねてしまいます。 

 恵庭市でも、テレビや冷蔵庫、タイヤ、お弁当の容器等

のごみが市内各地で不法投棄されています。 

 不法投棄を未然に防ぐために、市では定期的にパトロー

ルや不法投棄防止啓発看板の設置などを行っております。 

【不法投棄されたタイヤ】 

ポイ捨て・不法投棄の対策としてできること！ 

●不法投棄されにくい外観を維持しましょう！ 

庭の雑草を伸ばしっぱなしにしていると、外から見えないところが多くなり、不法投棄を

誘発する恐れがあります。また、庭などにごみを不法投棄された場合も、そのままにしてお

くと「この場所は不法投棄してもばれないのではないか」と思わせてしまう可能性がありま

す。 

お花を植えることが

不法投棄の予防にも

なるんだね！ 

※不法投棄されたごみは、土地の所有者・管理者の責任で処理しなければなりま

せん。ごみを捨てられないよう、「雑草を刈る・抜く」「花を植える」「柵を設置する」など

の予防策をお願いします。 

「ポイ捨て・不法投棄」と「野焼き（ごみ焼き）」のない

ガーデンシティに 家庭等から出たごみを焼却することは、ダイオキシン類による環境への悪影響のほかに、

煙や悪臭による近所迷惑になります。また、近くの草木や家屋等に引火し、火災の原因にも

なるため、少量であってもとても危険です。 

例年（特に秋）、野焼きに関する苦情を市民の皆様からいただいております。ごみを処分

する際は、分別し収集日に出すなど、排出ルールを守りましょう。 

野焼き ブロック焼き ドラム缶・一斗缶 

②野焼き（ごみ焼き） 

※どんと焼き等の「風俗慣習上または宗教上の行為を行うために必要な廃棄物の焼却」や稲

わらの焼却などの「農業等を営むためのやむを得ない焼却行為」は例外的に認められること

がありますが、その場合は消防署への事前の届け出が必要です。 

野焼き（ごみ焼き）の例 

①燃やせるごみ
として出す

【方法】 

40㎝×40㎝以内に束ねます。 

100 円のごみ処理券 1 枚で、

10束まで出すことができます。 

燃やせるごみの収集日に出して

ください。 

※2ｍ以下のひもで必ず縛ってくだ

さい。 

※1 本の直径が 10 ㎝未満の小枝に

限ります。 

【方法】 

粗大ごみのコールセンター

（0123-29-7440）に電話で

収集の予約を取ります。 

大きさは、長さ 150 ㎝、直径

30㎝程度に束ねてください。 

1束につき100円のごみ処理

券を 1枚貼り付けます。 

②粗大ごみとして出す ③粗大ごみとして 
ごみ処理場に直接搬入

【方法】 

長さ 2ｍ以内にして、盤尻のご

み処理場にご自身で搬入します。 

料金は 10 ㎏につき 231 円と

なります。 

※40 の袋に収まる大きさの枝・幹

は、搬入できません。 

※本人確認のために、ごみ処理場の

受付で身分証明書を提示していただ

きます。 

今回は「せん定枝」
の出し方について 
解説します！

30cm

150cm

40cm

40cm

枝を束ねる際に、粘着性のあるテープなどはご使用いただけません。

せん定枝は、「燃やせるごみ袋」に入れるほかには、どんな出し方があるのでしょうか？ 


